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(57)【要約】
【課題】止着テープ下縁が肌に直に接触するのを防止し
、もって装着感の悪化や肌の創傷を防止する。
【解決手段】上記課題は、腹側部分Ｆのウエスト側サイ
ドフラップ部ＳＦの下縁に沿って、複数本の細長状弾性
伸縮部材２１が間隔を空けて平行に且つそれぞれ長手方
向に伸張した状態で配置されるとともに、これら細長状
弾性伸縮部材２１はウエスト側サイドフラップ部ＳＦの
下縁２０側に近いものほど伸張率が高い、ことを特徴と
する、テープ式使い捨ておむつにより解決される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　股間部と、股間部の前側に延在する腹側部分と、股間部の後側に延在する背側部分とを
有し、
　幅方向中央に沿って前記腹側部分から股間部を通り背側部分まで設けられた吸収体を有
し、
　前記腹側部分のウエスト側部分及び背側部分のウエスト側部分は、前記吸収体の両側縁
より幅方向外側にそれぞれ延出するウエスト側サイドフラップ部をそれぞれ有し、
　前記背側部分の両ウエスト側サイドフラップ部は、その側縁の下端部近傍からそれぞれ
突出する止着テープを有し、
　前記腹側部分のウエスト側端縁と前記背側部分のウエスト側端縁とが合わさるように、
おむつの前後方向中央を境に二つ折りした状態で、前記腹側部分のウエスト側サイドフラ
ップ部の下縁が前記背側部分の止着テープの下縁より股間側に位置しており、
　身体への装着に際して、前記止着テープを腰の両側から腹側外面に回して腹側外面に止
着する、テープ式使い捨ておむつにおいて、
　前記腹側部分のウエスト側サイドフラップ部の下縁に沿って、複数本の細長状弾性伸縮
部材が間隔を空けて平行に且つそれぞれ長手方向に伸張した状態で配置されるとともに、
これら細長状弾性伸縮部材はウエスト側サイドフラップ部の下縁側に近いものほど伸張率
が高い、
　ことを特徴とする、テープ式使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記腹側部分のウエスト側サイドフラップ部における前記細長状弾性伸縮部材を有する
部分は、表面側不織布層と、裏面側不織布層とを積層接着してなるものであり、前記細長
状弾性伸縮部材は前記表面側不織布層と裏面側不織布層との間に挟まれて固定されている
ものであり、
　前記二つ折り状態で、前記背側部分の止着テープの下縁と前記腹側部分のウエスト側サ
イドフラップ部の下縁との最短離間距離が１０～２０ｍｍであり、
　前記表面側不織布層は、繊維の繊度が１．０～２０ｄｔｅｘ、繊維目付けが１０～３０
ｇ／ｍ2であり、
　前記裏面側不織布層は、繊維の繊度が１．０～２０ｄｔｅｘ、繊維目付けが１０～３０
ｇ／ｍ2であり、
　前記細長状弾性伸縮部材は、太さ３２０～１８４０ｄｔｅｘの糸ゴムであり、且つ２～
１００ｍｍの間隔で１～２０本設けられているものであり、
　前記細長状弾性伸縮部材の伸張率は１００～４００％であり、
　前記細長状弾性伸縮部材のうち、前記ウエスト側サイドフラップ部の下縁に最も近いも
のと、前記ウエスト側サイドフラップ部の下縁との離間距離が２～２０ｍｍである、
　請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記止着テープは、厚さ４０～３００μｍの樹脂シートを基材として含み且つこの基材
の下縁が前記止着テープの下縁に露出している、請求項１又は２記載の吸収パッド。
【請求項４】
　前記細長状弾性伸縮部材による収縮力が、前記腹側部分のウエスト側サイドフラップ部
の下縁に沿って間欠的に作用するように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に
記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テープ式使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　一般的なテープ式使い捨ておむつは、図８に示すように、股間部と、股間部の前側に延
在する腹側部分Ｆと、股間部の後側に延在する背側部分Ｂとを有し、幅方向中央に沿って
腹側部分から股間部を通り背側部分まで設けられた吸収体を有し、腹側部分Ｆのウエスト
側部分及び背側部分Ｂのウエスト側部分は、吸収体の両側縁より幅方向外側にそれぞれ延
出するウエスト側サイドフラップ部ＳＦをそれぞれ有し、背側部分Ｂの両ウエスト側サイ
ドフラップ部ＳＦは、その側縁の上端部近傍及び下端部近傍からそれぞれ突出する止着テ
ープ５を有し、身体への装着に際して、止着テープ５を腰の両側から腹側外面に回して腹
側外面に止着する構造を有している。
　このようなテープ式使い捨ておむつは、乳幼児向けとして用いられる他、介護用途（成
人用途）で広く使用されている。
【０００３】
　しかしながら、従来のテープ式使い捨ておむつは、装着当初は、腹側部分のウエスト側
サイドフラップ部が背側部分の止着テープの下縁の肌側に位置し、止着テープと肌との接
触が防がれているが、装着後の脚の動きにより、図８に示すように、腹側部分Ｆのウエス
ト側サイドフラップ部ＳＦが鼠蹊部に向って内側に捲れ（肌との間に入り込む）、その結
果として下側の止着テープ５の下縁５ｕが脚の付根の外面に直に接触し、装着感が悪化す
る、若しくは肌を傷付けるという問題点があった。特に、止着テープ５が固い樹脂シート
である場合は、肌を傷付け易く、介護用途において問題となっている。
【特許文献１】特開２００８－７９７３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明の主たる課題は、止着テープ下縁が肌に直に接触するのを防止し、もっ
て装着感の悪化や肌の創傷を防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　股間部と、股間部の前側に延在する腹側部分と、股間部の後側に延在する背側部分とを
有し、
　幅方向中央に沿って前記腹側部分から股間部を通り背側部分まで設けられた吸収体を有
し、
　前記腹側部分のウエスト側部分及び背側部分のウエスト側部分は、前記吸収体の両側縁
より幅方向外側にそれぞれ延出するウエスト側サイドフラップ部をそれぞれ有し、
　前記背側部分の両ウエスト側サイドフラップ部は、その側縁の下端部近傍からそれぞれ
突出する止着テープを有し、
　前記腹側部分のウエスト側端縁と前記背側部分のウエスト側端縁とが合わさるように、
おむつの前後方向中央を境に二つ折りした状態で、前記腹側部分のウエスト側サイドフラ
ップ部の下縁が前記背側部分の止着テープの下縁より股間側に位置しており、
　身体への装着に際して、前記止着テープを腰の両側から腹側外面に回して腹側外面に止
着する、テープ式使い捨ておむつにおいて、
　前記腹側部分のウエスト側サイドフラップ部の下縁に沿って、複数本の細長状弾性伸縮
部材が間隔を空けて平行に且つそれぞれ長手方向に伸張した状態で配置されるとともに、
これら細長状弾性伸縮部材はウエスト側サイドフラップ部の下縁側に近いものほど伸張率
が高い、
　ことを特徴とする、テープ式使い捨ておむつ。
【０００６】
　（作用効果）
　本発明の吸収性物品では、腹側部分のウエスト側サイドフラップ部の下縁部が、当該下
縁に沿って配置された伸張率が異なる細長状弾性伸縮部材の収縮力を受けることによって
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、最も上側（ウエスト側）に位置する細長状弾性伸縮部材を起点としてそれよりも下側の
部分が自動的に又は軽く指で力を加えるだけで外側に捲れ上がり、その状態が維持される
ようになる。よって、装着後の脚の動きにより、腹側部分のウエスト側サイドフラップ部
が鼠蹊部に向って内側に捲れ難くなる。また、腹側部分のウエスト側サイドフラップ部が
鼠蹊部に向って斜めに上昇したとしても、腹側部分のウエスト側サイドフラップ部の下縁
部が外側に捲れているため、その捲れた部分のシート間に止着テープが入り、それ以上の
上昇が抑制されるとともに、止着テープの下縁と肌との接触も遮断される。よって、本発
明によれば、止着テープ下縁が肌に直に接触するのを防止し、もって装着感の悪化や肌の
創傷を防止できるようになる。
　なお、「ウエスト側サイドフラップ部の下縁」とは、おむつの幅方向に対する角度（曲
線の場合は接線の角度）が４５度未満の部分を意味する。
【０００７】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記腹側部分のウエスト側サイドフラップ部における前記細長状弾性伸縮部材を有する
部分は、表面側不織布層と、裏面側不織布層とを積層接着してなるものであり、前記細長
状弾性伸縮部材は前記表面側不織布層と裏面側不織布層との間に挟まれて固定されている
ものであり、
　前記二つ折り状態で、前記背側部分の止着テープの下縁と前記腹側部分のウエスト側サ
イドフラップ部の下縁との最短離間距離が１０～２０ｍｍであり、
　前記表面側不織布層は、繊維の繊度が１．０～２０ｄｔｅｘ、繊維目付けが１０～３０
ｇ／ｍ2であり、
　前記裏面側不織布層は、繊維の繊度が１．０～２０ｄｔｅｘ、繊維目付けが１０～３０
ｇ／ｍ2であり、
　前記細長状弾性伸縮部材は、太さ３２０～１８４０ｄｔｅｘの糸ゴムであり、且つ２～
１００ｍｍの間隔で１～２０本設けられているものであり、
　前記細長状弾性伸縮部材の伸張率は１００～４００％であり、
　前記細長状弾性伸縮部材のうち、前記ウエスト側サイドフラップ部の下縁に最も近いも
のと、前記ウエスト側サイドフラップ部の下縁との離間距離が２～２０ｍｍである、
　請求項１記載の吸収性物品。
【０００８】
　（作用効果）
　通常の場合、各部を本項記載のように構成することで、確実且つ十分に腹側部分のウエ
スト側サイドフラップ部の下縁部が外側に捲れ、前述した本発明の作用効果が十分に発揮
されるようになる。
【０００９】
　＜請求項３記載の発明＞
　前記止着テープは、厚さ４０～３００μｍの樹脂シートを基材として含み且つこの基材
の下縁が前記止着テープの下縁に露出している、請求項１又は２記載の吸収パッド。
【００１０】
　（作用効果）
　前述のとおり、止着テープが固い樹脂シートである場合、肌に直に接触すると肌を傷付
け易いため、本発明は本項記載のような場合に特に好適である。
【００１１】
　＜請求項４記載の発明＞
　前記細長状弾性伸縮部材による収縮力が、前記腹側部分のウエスト側サイドフラップ部
の下縁に沿って間欠的に作用するように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に
記載の吸収性物品。
【００１２】
　（作用効果）
　ウエスト側サイドフラップ部の下縁に沿って連続的に収縮力が作用すると、ウエスト側
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サイドフラップ部の下縁部が鼠蹊部に向って斜め方向に上昇移動し易いが、本項記載のよ
うに間欠的に収縮力が作用する構造とすると、このような上昇移動が発生し難くなる。よ
って、このような形態も好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のとおり本発明によれば、止着テープ下縁が肌に直に接触するのが防止され、もっ
て装着感の悪化や肌の創傷が防止されるようになる、等の利点がもたらされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しつつ詳説する。
　（テープ式使い捨ておむつについて）
　図１～図６は、本発明に係るテープ式使い捨ておむつの一例１００を示しており、この
使い捨ておむつ１００は、裏面側に位置するバックシート１と肌に接触する透液性トップ
シート２との間に、吸収体３が介在されているものである。股間部Ｃは使用時に身体の股
間と対応させる部分を意味し、殆ど多くの製品では前後方向中央部及びその前後近傍の部
分である。具体的には、成人向け吸収性物品の場合、製品の前後方向中央を基準として±
１５０ｍｍの範囲である。また、腹側部分（前側部分）Ｆは股間部Ｃよりも前側の部分を
意味し、背側部分（後側部分）Ｂは股間部Ｃよりも後側の部分を意味する。
【００１５】
　吸収体３としては、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの集
合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて高吸収性ポリマーを混合、固着等してな
るものを用いることができる。また、必要に応じて、吸収体３はクレープ紙（図示せず）
により包むことができる。また、吸収体３の形状は適宜定めることができるが、図示のよ
うな砂時計形状の他、長方形等のように、股間部の前側から後側まで延在する形状が好適
である。吸収体４におけるパルプ目付けは１００～５００ｇ／ｍ2程度、厚みは１～１５
ｍｍ程度であるのが望ましい。また、高吸水性樹脂の目付けは０～３００ｇ／ｍ2程度で
あるのが望ましい。高吸水性樹脂含有率が少な過ぎると、十分な吸収能を与えることがで
きず、多過ぎるとパルプ繊維間の絡み合いが無くなり、ヨレや割れ等が発生し易くなる。
【００１６】
　バックシート１は、吸収体３の周囲より外側に延在しており、吸収体３に吸収された排
泄物の裏面側への移動を遮断するものである。バックシート１としては、ポリエチレンフ
ィルム等のプラスチックフィルムの他、ムレ防止の点から遮水性を損なわずに透湿性を備
えたシートも用いることができる。この遮水・透湿性シートは、例えばポリエチレンやポ
リプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填材を溶融混練してシートを形成した後、
一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シートを用いることができる
。バックシート１の単位面積あたりの重量は１３～４０ｇ／ｍ2であるのが好ましく、厚
みは０．０１～０．１ｍｍであるのが好ましい。
【００１７】
　バックシート１の裏面は外装シート１２で覆われており、この外装シート１２の両側部
はバックシート１の側縁よりも外側に延在している。外装シート１２としては各種の不織
布を用いることができるが、スパンボンド不織布が好適である。外装シート１２は省略す
ることもでき、その場合、バックシート１が外装シート１２と同形状に形成される。
【００１８】
　トップシート２は、吸収体３の周囲より外側に延在しており、吸収体３側縁より外側に
延在する部分がバックシート１にホットメルト接着剤等により固着されている。なお、図
中の点模様は固着部分を表しているものである。トップシート２としては、有孔または無
孔の不織布や穴あきプラスチックシートなどが用いられる。不織布を構成する素材繊維と
しては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、アミド
系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維を用いることが
できる。透液性トップシート２に用いる不織布の繊維目付けは１５～３０ｇ／ｍ2である
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のが好ましく、厚みは０．０５～１ｍｍであるのが好ましい。
【００１９】
　図３及び図４にも示されるように、物品内面の両側部（図示形態ではトップシート２の
側縁部表面からその側方に延在する外装シート１２の表面）には、バリヤーシート４の幅
方向外側の部分４ｘが前後方向全体にわたり貼り付けられている。バリヤーシート４は、
各種不織布（スパンボンド不織布が好適である）の他、バックシートに用いられるものと
同様のプラスチックフィルム、又はこれらの積層シートを用いることができるが、肌への
感触性の点で、撥水処理を施した不織布が好適である。バリヤーシート４の幅方向中央側
の部分４ｃは、前後方向両端部では物品内面（図示形態ではトップシート２表面）にホッ
トメルト接着剤等の手段により固着されているが、これらの間の中間部は非固定の自由部
分となっており、この自由部分の先端部（展開状態における幅方向中央側の端部）には、
細長状弾性伸縮部材４Ｇが前後方向に沿って伸張状態でホットメルト接着剤等により固定
されている。この細長状弾性伸縮部材４Ｇ（他の細長状弾性伸縮部材も同様）としては、
糸状、紐状、帯状等に形成された、スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム
、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、
シリコン、ポリエステル等、通常使用される素材を用いることができる。この自由部分は
、細長状弾性伸縮部材４Gの収縮力が作用する結果、図４に示されるように、物品内面（
図示形態ではトップシート２表面）に対して起立するバリヤーを構成する。この起立部分
の基端４ｂはバリヤーシート４における幅方向外側の固定部分４ｘと内側の部分４ｃとの
境に位置する。
【００２０】
　使い捨ておむつ１００の前後方向両端部では、バックシート１、外装シート１２、透液
性トップシート２およびバリヤーシート４が吸収体３の前後端よりも前後両側にそれぞれ
延在され、吸収体３の存在しないエンドフラップ部ＥＦが形成されている。
【００２１】
　一方、使い捨ておむつ１００の左右両側部では、バックシート１、外装シート１２、透
液性トップシート２およびバリヤーシート４が吸収体３の側縁よりも側方にそれぞれ延在
され、吸収体３の存在しないサイドフラップ部が形成されており、各サイドフラップ部に
おけるシート間（図示例ではバックシート１及びトップシート２間）には、腹側部分Ｆの
ウエスト側部分から背側部分Ｂのウエスト側部分まで、複数本の細長状弾性伸縮部材３０
が間隔を空けて平行に且つそれぞれ長手方向に伸張した状態で挟持固定されている。
【００２２】
　サイドフラップ部のうち腹側部分Ｆのウエスト側部分及び背側部分Ｂのウエスト側部分
にそれぞれ位置する部分は、それらの間の中間部分よりも側方に延出されており、これら
の部分が、おむつの胴回り部分となるウエスト側サイドフラップ部ＳＦをそれぞれ構成す
る。
【００２３】
　背側部分Ｂの両ウエスト側サイドフラップ部ＳＦは、その側縁の上端部及び下端部近傍
からそれぞれ突出する止着テープ５が取り付けられている。腹側部分Ｆのウエスト側端縁
と背側部分Ｂのウエスト側端縁とが合わさるように、おむつ１００の前後方向中央を境に
二つ折りした状態では、腹側部分Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁は背側部分
Ｂの下端部近傍の止着テープ５の下縁より股間側に位置するように、サイドフラップ部Ｓ
Ｆの寸法・形状及び止着テープ５の位置等が定められている。また、腹側部分Ｆの胴回り
部表面に幅方向に沿ってフロントターゲットテープ６が貼着されており、身体への装着に
際しては、おむつ１００を身体にあてがった状態で、両側のファスニングテープ５を腰の
各側から腹側外面に回してフロントターゲットテープ６に止着する。フロントターゲット
テープ６は省略することもでき、その場合には止着テープ５はおむつ外面（図示形態の場
合外装シート１２）に直に止着される。
【００２４】
　図示例の止着テープ５は、ウエスト側サイドフラップ部ＳＦの側端部の裏面にホットメ
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ルト接着剤等の手段により固着された基端部、及びウエスト側サイドフラップ部ＳＦの側
端から突出する先端側部分を有する主基材シート８Ａと、主基材シートの先端部近傍の内
面に接着剤等の手段により固着されたフックテープ（メカニカルファスナーの雄材）９と
、ウエスト側サイドフラップ部ＳＦの側端部の表面における主基材シート８Ａの基端部と
重なる部位にホットメルト接着剤等の手段により固着された基端部、及びウエスト側サイ
ドフラップ部ＳＦの側端から突出し、主基材シート８Ａの先端側部分におけるフックテー
プ９よりも基端側の部分に接着剤等の手段により固着された先端側部分を有する副基材シ
ート８Ｂとを有するものである。止着テープ５は、未使用時にはおむつ内面側に折り返さ
れて仮止めされており、使用時に展開される。主基材シート８Ａ及び副基材シート８Ｂと
しては、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフ
タレート）等のオレフィン系樹脂のシートを用いることができ、主基材シート８Ａについ
ては強度の観点から厚さが４０～３００μｍ、特に６０～２００μｍ程度であるのが好ま
しい。
【００２５】
　特徴的には、腹側部分Ｆのウエスト側サイドフラップ部の下縁２０に沿って、バリヤー
シート４と外装シート１２との間に、複数本の細長状弾性伸縮部材２１が間隔を空けて平
行に且つそれぞれ長手方向に伸張した状態で配置されるとともに、これら細長状弾性伸縮
部材２１はウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁側に近いものほど伸張率が高くなるよ
うに設けられている。これにより、図６に示すように、腹側部分Ｆのウエスト側サイドフ
ラップ部ＳＦにおける下縁部４０が、当該下縁２０に沿って配置された伸張率が異なる複
数本の細長状弾性伸縮部材２１の収縮力を受けることによって、最も上側（ウエスト側）
に位置する細長状弾性伸縮部材２１を起点としてそれよりも下側の部分が自動的に又は軽
く指で力を加えるだけで外側に捲れ上がり、その状態が維持されるようになる。よって、
装着後の脚の動きにより、腹側部分Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦが鼠蹊部に向っ
て内側に捲れ難くなる。また、腹側部分Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦが鼠蹊部に
向って斜めに上昇したとしても、腹側部分Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁部
４０が外側に捲れているため、その捲れた部分のシート間に止着テープ５が入り、それ以
上の上昇が抑制されるとともに、止着テープ５の下縁２０と肌との接触も遮断される。よ
って、本発明によれば、止着テープ５の下縁２０が肌に直に接触するのを防止し、もって
装着感の悪化や肌の創傷を防止できるようになる。
【００２６】
　細長状弾性伸縮部材２１を腹側部分Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁２０に
沿って設ける場合、予め所定の伸張率で細長状弾性伸縮部材２１を固定したシートを必要
箇所（サイドフラップ部ＳＦの下縁部４０）に設ける等により、細長状弾性伸縮部材２１
を必要箇所にのみ設けることもできるが、必要箇所以外の部分を含めて設けることもでき
、その場合、必要箇所以外の部分を切断して収縮力が作用しなくなるようにしても良い。
例えば、図示例のサイドフラップ部ＳＦの細長状弾性伸縮部材３０と、腹側部分Ｆのウエ
スト側サイドフラップ部ＳＦの細長状弾性伸縮部材２１と同一の部材により連続的に設け
ることもできる。また、このように細長状弾性伸縮部材を連続的に設けた場合、腹側部分
Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁部４０に位置する部分と、それ以外の部分と
の境界部分において細長状弾性伸縮部材を切断することにより、当該切断部位の両側に位
置する細長状弾性伸縮部材を不連続にすることもできる。
【００２７】
　各部の構成は適宜設計すれば良いが、前述の二つ折り状態で、背側部分Ｂの止着テープ
５の下縁５ｕと腹側部分Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁２０との最短離間距
離ｄ１が１０～２０ｍｍであるのが好ましい。また、細長状弾性伸縮部材２１の表面側及
び裏面側に位置するシート（図示形態のバリヤーシート４及び外装シート１２）が不織布
で形成されている場合には、その表面側不織布層は、繊維の繊度が１．０～２０ｄｔｅｘ
、繊維目付けが１０～３０ｇ／ｍ2であり、裏面側不織布層は、繊維の繊度が１．０～２
０ｄｔｅｘ、繊維目付けが１０～３０ｇ／ｍ2であるのが好ましい。細長状弾性伸縮部材
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２１は、太さ３２０～１８４０ｄｔｅｘの糸ゴムが、２～１００ｍｍの間隔で１～２００
本程度設けるとともに、その伸張率は１００～４００％の範囲内となるように設けるのが
好ましい。さらに、ウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁２０と、細長状弾性伸縮部２
１材のうちこの下縁２０に最も近いものとの離間距離ｄ２が２～２０ｍｍであるのが好ま
しい。これらによって、確実且つ十分に腹側部分のウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下
縁部４０が外側に捲れ、前述した本発明の作用効果が十分に発揮されるようになる。
【００２８】
　他方、ウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁２０に沿って連続的に収縮力が作用する
と、ウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁部４０が鼠蹊部に向って斜め方向に上昇移動
し易い。よって、図７に示すように、細長状弾性伸縮部材２１による収縮力が、腹側部分
Ｆのウエスト側サイドフラップ部ＳＦの下縁２０に沿って間欠的に作用するように構成さ
れているのも好ましい形態である。この形態のように、間欠的に収縮力が作用する構造と
すると、前述のような上昇移動が発生し難くなる。符号２２は間欠部を示している。間欠
部の長さ（間隔）ｄ３は５～５０ｍｍ程度とし、連続部の長さｄ４は５～１００ｍｍ程度
とするのが好ましい。このような間欠構造は、細長状弾性伸縮部材２１を間欠部２２とな
る部位を含めて連続的に固定した後に、間欠部２２となる部位のみ細長状弾性伸縮部材２
１を切断することにより形成することができる。また、予め所定の伸張率で細長状弾性伸
縮部材２１を固定したシートを間欠的に貼り付けても良い。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は、テープ式又はパンツ式等の使い捨ておむつの他、生理用ナプキン、パンティ
ライナー、おりものシート、失禁パッド等、広範な用途に適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】テープ式使い捨ておむつの展開状態の内面側を示す平面図である。
【図２】図１のＶ－Ｖ断面図である。
【図３】図１のＸ－Ｘ断面図である。
【図４】図１のＷ－Ｗ断面図である。
【図５】テープ式使い捨ておむつの展開状態の外面側を示す平面図である。
【図６】実施形態のテープ式使い捨ておむつの装着状態の左側を示す概略図である。
【図７】他のテープ式使い捨ておむつの展開状態の外面側を示す平面図である。
【図８】従来のテープ式使い捨ておむつの装着状態の左側を示す概略図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１…バックシート、２…透液性トップシート、３…吸収体、４…バリヤーシート、５…
ファスニングテープ、６…ターゲットテープ、７…弾性伸縮部材、８…基材シート、９…
フックテープ、１０…ミシン目、２０…腹側部分のウエスト側サイドフラップ部の下縁、
２１…細長状弾性伸縮部材、２２…間欠部、３０…細長状弾性伸縮部材、４０…下縁部、
１００…テープ式使い捨ておむつ。
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